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一 

 



 

日
本
人
と
同
様
に
日
本
兵
と
し
て
出
兵
し
死
亡
・
負
傷
し
た
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
に
は
ま
っ
た
く
戦
後
補
償
が
行
わ
れ
て
い

な
い
。
著
し
く
公
平
性
を
欠
く
取
り
扱
い
で
あ
り
、
早
急
に
な
ん
ら
か
の
措
置
が
と
ら
れ
る
べ
き
と
考
え
る
。
そ
こ
で
、
政
府

が
こ
の
問
題
に
対
す
る
従
来
の
主
張
の
論
拠
の
ひ
と
つ
と
し
て
き
た
一
九
六
五
年
の
「
財
産
及
び
請
求
権
に
関
す
る
問
題
の
解

決
並
び
に
経
済
協
力
に
関
す
る
日
本
国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
協
定
」
の
法
的
解
釈
に
関
し
て
、
以
下
の
通
り
質
問
す
る
。 

三 

当
協
定
第
二
条
2
の
「
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
。
」
の
法
的
な
意
味
・
解
釈
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
る
か
。 

一 

当
協
定
第
二
条
2

(ａ)
の
「
一
方
の
締
約
国
の
国
民
で
千
九
百
四
十
七
年
八
月
十
五
日
か
ら
こ
の
協
定
の
署
名
の
日
ま
で
の

間
に
他
方
の
締
約
国
に
居
住
し
た
こ
と
が
あ
る
も
の
」
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
者
か
。
例
え
ば
、
一
九
四
七
年
八
月
一

六
日
に
、
韓
国
籍
で
日
本
に
居
住
し
て
い
た
者
は
含
ま
れ
て
い
る
の
か
。 

二 

同
条
項
の
「
財
産
、
権
利
及
び
利
益
」
と
は
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
そ
れ
ぞ
れ
答
え
よ
。
ま
た
、
こ
の
中
に

年
金
・
恩
給
等
の
請
求
権
は
含
ま
れ
る
の
か
。
含
ま
れ
な
い
と
す
る
と
、
そ
の
理
由
は
何
か
。 

右
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る
。 
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